
  

 

 

第
七
条 

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
 

別
表
 

 
 
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

 
 
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

１
 
（
略
）
 

１
 
（
略
）
 

２
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 

２
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

 

 
イ
・
ロ
 
（
略
）
 

 
イ
・
ロ
 
（
略
）
 

 
 
注
１
～
７
 
（
略
）
 

 
 
注
１
～
７
 
（
略
）
 

 
 
 
８
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅰ)の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(ⅲ)

及
び

(ⅳ)、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅱ)の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス
費

(ⅱ)、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅲ)の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス
費

(ⅱ)並
び
に
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅳ)の
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
費

(ⅱ)に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

に
該
当
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て
は
、
室
料
相
当
額
控
除

と
し
て
、
１
日
に
つ
き
2
6
単
位
を
所
定
単
位
数
か
ら
控
除
す
る
。
 

 
 
 
（
新
設
）
 

９
～
1
4 

（
略
）
 

８
～
1
3 

（
略
）
 

1
5
 
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事

に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
介
護

老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
、
入
所
者
で
あ
っ
て
、
退
所
が
見
込
ま

れ
る
者
を
そ
の
居
宅
に
お
い
て
試
行
的
に
退
所
さ
せ
、
介
護
老
人

保
健
施
設
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
は
、
１
月
に
６
日

を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
に
代
え
て
１
日
に
つ
き

800
単
位
を
算

定
す
る
。
た
だ
し
、
試
行
的
な
退
所
に
係
る
初
日
及
び
最
終
日
は

算
定
せ
ず
、
注

14
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
す
る
場
合
は
算
定
し

な
い
。
 

14
 
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事

に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
介
護

老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
、
入
所
者
で
あ
っ
て
、
退
所
が
見
込
ま

れ
る
者
を
そ
の
居
宅
に
お
い
て
試
行
的
に
退
所
さ
せ
、
介
護
老
人

保
健
施
設
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
は
、
１
月
に
６
日

を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
に
代
え
て
１
日
に
つ
き

800
単
位
を
算

定
す
る
。
た
だ
し
、
試
行
的
な
退
所
に
係
る
初
日
及
び
最
終
日
は

算
定
せ
ず
、
注

13
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
す
る
場
合
は
算
定
し

な
い
。
 

236



 
 

  

 
 
 
1
6
～
2
1
 
（
略
）
 

 
 
 
1
5
～
2
0
 
（
略
）
 

2
2
 
イ
⑷
又
は
ロ
⑷
を
算
定
し
て
い
る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て

は
、
注

10
、
注

11
及
び
注

2
1
並
び
に
ニ
か
ら
ト
ま
で
、
ヌ
か
ら
ヲ

ま
で
、
ヨ
、
レ
及
び
ナ
か
ら
ノ
ま
で
は
算
定
し
な
い
。
 

21
 
イ
⑷
又
は
ロ
⑷
を
算
定
し
て
い
る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て

は
、
注
９
、
注

10
及
び
注

20
並
び
に
ニ
か
ら
ト
ま
で
、
ヌ
か
ら
ヲ

ま
で
、
ヨ
、
レ
及
び
ナ
か
ら
ノ
ま
で
は
算
定
し
な
い
。
 

 
ハ
～
ケ
 
（
略
）
 

 
ハ
～
ケ
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
 

４
 
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
 

 
イ
～
ヘ
 
（
略
）
 

 
イ
～
ヘ
 
（
略
）
 

 
 
注
１
～
８
 
（
略
）
 

 
 
注
１
～
８
 
（
略
）
 

 
 
 
９
 
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅰ)の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

費
(ⅱ)、

Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅱ)の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー

ビ
ス
費

(ⅱ)、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅲ)の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院

サ
ー
ビ
ス
費

(ⅱ)及
び
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
Ⅱ
型
特

別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

(ⅱ)に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
施
設
基
準
に
該
当
す
る
介
護
医
療
院
に
つ
い
て
は
、
室
料
相

当
額
控
除
と
し
て
、
１
日
に
つ
き

2
6
単
位
を
所
定
単
位
数
か
ら
控
除

す
る
。
 

 
 
 
（
新
設
）
 

 
 
 
10
～
1
2
 
（
略
）
 

 
 
 
９
～
1
1
 
（
略
）
 

1
3
 
入
所
者
で
あ
っ
て
、
退
所
が
見
込
ま
れ
る
者
を
そ
の
居
宅
に
お
い

て
試
行
的
に
退
所
さ
せ
、
介
護
医
療
院
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
場
合
は
、
１
月
に
６
日
を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
に
代
え

て
１
日
に
つ
き

80
0
単
位
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
試
行
的
な
退
所

に
係
る
初
日
及
び
最
終
日
は
算
定
せ
ず
、

注
12
を
算
定
し
て
い
る

場
合
は
算
定
し
な
い
。
 

12
 
入
所
者
で
あ
っ
て
、
退
所
が
見
込
ま
れ
る
者
を
そ
の
居
宅
に
お
い

て
試
行
的
に
退
所
さ
せ
、
介
護
医
療
院
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
場
合
は
、
１
月
に
６
日
を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
に
代
え

て
１
日
に
つ
き

800
単
位
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
試
行
的
な
退
所

に
係
る
初
日
及
び
最
終
日
は
算

定
せ
ず
、
注

11
を
算
定
し
て
い
る

場
合
は
算
定
し
な
い
。
 

14
～
1
6 

（
略
）
 

13
～
15 

（
略
）
 

 
ト
～
フ
 
（
略
）
 

 
ト
～
フ
 
（
略
）
 

 
 

237


